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「
文
道
を
学
び
、
武
法
を
好
み
、
行
跡
は
悠
々
と
し
て
礼
儀
正
し
く
、
怒

ら
ず
お
ご
ら
ず
、臣
下
の
諫
言
を
許
容
し
て
、忠
孝
を
旨
と
し
、民
を
憐
れ
む
、

誉
れ
あ
る
将
で
あ
る
。
多
方
面
に
わ
た
る
善
行
が
知
ら
れ
る
善
将
で
あ
る
」。

生
実
藩
三
代
藩
主
森
川
重
信
に
対
す
る
、『
土
芥
寇
讎
記
』（
ど
か
い
こ
う
し
ゅ

う
き
）
の
評
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
『
土
芥
寇
讎
記
』
を
は
じ
め
と

す
る
一
連
の
〝
大
名
評
判
記
＂
に
お
け
る
房
総
大
名
に
つ
い
て
の
記
述
に
着

目
し
、
生
実
藩
森
川
氏
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
。

　

こ
の
『
土
芥
寇
讎
記
』
は
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
段
階
の
全
国

二
四
三
名
の
大
名
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
・
家
族
、
略
歴
、
居
所
、

領
内
の
様
子
、
支
配
の
状
況
、
主
な
家
臣
、
及
び
大
名
の
人
柄
・
行
跡
・
評

判
な
ど
を
列
挙
し
、
論
評
を
加
え
た
書
物
で
あ
る
。
各
大
名
の
領
内
支
配
の

様
子
が
詳
細
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
注
目
さ
れ
、
一
九
七
六
年
に

金
井
圓
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
。
し
か
し
、
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
十
分
な

検
討
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
金
井
説
に
依
拠
し
て
「
幕

府
の
隠
密
が
作
成
し
た
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
土
芥
寇
讎
記
』
編
者
も
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
書
物

が
、複
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
最
近
に
な
っ
て
判
明
し
た
。
い
わ
ゆ
る
〝
大

名
評
判
記
＂
が
そ
れ
で
、『
土
芥
寇
讎
記
』
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〝
大
名
評
判
記
＂
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
頃
成
立
の
『
武
家
諫
忍
記
』

に
は
じ
ま
り
、寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
改
訂
の
『
武
家
諫
懲
記
後
正
』
ま
で
、

五
回
以
上
に
わ
た
り
改
題
・
改
定
さ
れ
、
大
名
な
ど
に
書
写
さ
れ
て
読
ま
れ

た
本
で
あ
る
。
作
者
は
不
明
だ
が
、『
武
家
諫
忍
記
』の
場
合
、序
文
に
よ
れ
ば
、

意
外
に
も
牢
人
（
浪
人
）
が
作
者
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
堀
田
上
野
介
紀
正

信
の
項
な
ど
に
「
誉
ノ
将
ト
シ
テ
、
諸
浪
人
此
家
ヲ
ノ
ソ
ム
」
と
い
っ
た
記

述
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
さ
ら
な
る

検
討
が
必
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な
〝
大
名
評
判
記
＂
は
、
残

さ
れ
た
史
料
の
少
な
い
房
総
の
諸
大
名
や
藩
の
研
究
の
手
掛
か
り
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

　
〝
大
名
評
判
記
＂
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
主
に
、各
大
名
に
つ
い
て
①
名
称
・

官
位
・
家
紋
・
年
齢
・
内
室
・
嫡
子
、
②
系
譜
、
③
所
領
・
家
老
、
④
大
名

“
大
名
評
判
記
〟
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の
行
状
、
⑤
論
評
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
生
実
藩
森
川
氏
の
記
述
を
中
心
に
記

載
内
容
や
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
、
三
代
藩
主
森
川
重
信
は
『
武
家
諫
忍
記
』
の
時
点
で

登
場
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
別
の
評
判
記
で
は
、
一
部
の
年
齢
記
載
に
齟
齬

が
生
じ
て
い
る
。

　

②
系
譜
は
、『
武
家
諫
忍
記
』
に
は
記
載
が
な
く
（
③
や
④
が
記
載
の
中

心
）、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
成
立
の
『
武
家
勧
懲
記
』
で
初
め
て
記
載

が
現
れ
る
。
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
成
立
の
『
武
家
諫
懲
記
後
正
』
で

は
系
譜
が
記
載
の
中
心
に
な
る
。
森
川
氏
の
家
伝
に
つ
い
て
、
当
初
は
詳
細

不
明
と
の
記
載
が
多
い
が
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
『
諫
懲
記
後
正
』

で
は
「
先
祖
代
々
江
州
ノ
人
ニ
テ
佐
々
木
ノ
嫡
流
、
佐
々
木
壱
岐
守
泰
継
ノ

四
男
堀
部
宗
綱
ヨ
リ
十
代
堀
場
与
四
郎
氏
兼
ノ
子
氏
俊
、
堀
場
ヲ
改
テ
森
川

ト
号
ス
」
と
表
記
さ
れ
る
。
系
譜
に
つ
い
て
も
四
代
重
興
（
俊
胤
）
か
ら
記

載
量
が
増
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、元
禄
六
年
に
重
興
が
「
御
け
い
す
（
系
図
）」

を
披
見
し
て
い
た
り
、
同
時
期
に
生
実
藩
の
歴
代
藩
主
の
遺
品
が
整
理
さ
れ

て
、
系
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

③
所
領
は
、『
武
家
諫
忍
記
』
で
は
各
写
本
に
よ
っ
て
記
載
内
容
に
違
い

が
あ
り
、『
諫
懲
記
後
正
』
に
な
る
と
記
載
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
。
家
老

に
関
し
て
は
、〝
大
名
評
判
記
＂
の
成
立
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る
人
名
が
記

載
さ
れ
る
が
、
大
名
や
旗
本
の
名
鑑
で
あ
る
『
武
鑑
』
に
記
載
さ
れ
る
情
報

と
お
お
む
ね
一
致
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
家
老
の
記
載
が

あ
る
程
度
正
確
だ
と
す
れ
ば
、
生
実
藩
の
家
老
は
元
禄
か
ら
享
保
期
ま
で
三

名
体
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
特
定
の
家
臣
が
家
老
・
留
守
居
な
ど
の

上
級
役
職
を
固
定
的
に
担
う
と
い
う
秩
序
が
、
元
禄
期
か
ら
享
保
期
ま
で
一

定
度
安
定
的
に
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

⑤
論
評
に
つ
い
て
は
、
元
々
一
万
石
ク
ラ
ス
の
大
名
に
は
記
載
が
な
く
、

『
諫
懲
記
後
正
』
か
ら
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
省
略
し
、
最

後
に
④
大
名
の
行
跡
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
三
代
藩
主
重
信
の
行
跡
に
つ
い

て
見
る
と
、『
武
家
諫
忍
記
』
で
は
写
本
に
よ
り
若
干
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、

『
武
家
勧
懲
記
』
か
ら
は
す
べ
て
肯
定
的
な
評
価
と
な
り
、「
誉
之
将
」
と
呼

ば
れ
、
代
々
継
承
さ
れ
て
い
く
。
森
川
家
の
「
文
」
に
つ
い
て
は
、
和
歌
へ

の
関
心
の
高
さ
や
茶
の
湯
を
通
じ
た
幕
閣
・
譜
代
大
名
ら
と
の
交
流
、「
武
」

に
つ
い
て
は
森
川
家
文
書
か
ら
軍
書
へ
の
関
心
が
指
摘
で
き
る
か
ら
、
こ
の

評
価
は
全
く
の
的
外
れ
と
は
言
え
な
そ
う
で
あ
る
。

　

だ
が
果
た
し
て
、〝
大
名
評
判
記
＂
の
作
者
が
、
二
〇
〇
人
以
上
の
大
名

の
個
々
の
人
柄
や
行
状
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、『
武
家
諫
忍
記
』
序
文
で
「
誉
ノ
将
」
と

呼
ば
れ
た
一
〇
名
の
大
名
の
少
な
く
と
も
半
数
が
、
徳
川
幕
府
の
儒
者
林
羅

山
ら
と
相
当
程
度
親
密
な
交
友
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
森
川
氏
が
和

歌
や
茶
の
湯
を
通
じ
て
大
名
や
文
人
ら
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま

え
れ
ば
、
そ
う
し
た
交
流
が
森
川
氏
の
人
柄
を
知
る
回
路
に
な
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。

　

市
域
に
大
名
森
川
氏
・
生
実
藩
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
地
域
社
会
や
文
化

の
形
成
・
変
容
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。〝
大
名
評
判

記
＂
の
検
討
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
課
題
―
森
川
氏
の
文
事
、
家
臣
団
の
編

成
や
元
禄
期
の
系
譜
編
纂
・
文
書
整
理
な
ど
―
の
丹
念
な
追
跡
が
必
要
で
あ

る
。


